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税務訴訟資料 第２７２号（順号１３７７２） 

 

 東京高等裁判所 令和●●年（○○）第●●号 法人税更正処分等取消請求控訴事件 

 国側当事者・国（芝税務署長） 

 令和４年１１月１７日棄却・確定 

 （第一審・東京地方裁判所、平成●●年（〇〇）第●●号、令和４年３月２日判決、本資料２７２

号・順号１３６８０） 

 

    判    決 

 控訴人         Ａ株式会社 

 同代表者代表取締役   甲 

 同訴訟代理人弁護士   岡 伸浩 

 同           谷貝 彰紀 

 同           小林 一輝 

 同           清野 崇宏 

 同           田内 愛花 

 被控訴人        国 

 同代表者法務大臣    齋藤 健 

 処分行政庁       芝税務署長 

             中村 辰博 

 同指定代理人      別紙記載のとおり 

 

    主    文 

 １ 本件控訴を棄却する。 

 ２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 

 

    事実及び理由 

 第１ 控訴の趣旨 

  １ 原判決を取り消す。 

  ２ 芝税務署長が平成２８年６月２７日付けで控訴人に対してした平成２２年４月１日から平成

２３年３月３１日までの事業年度の法人税の更正処分のうち所得金額１億０７４４万６８３

９円及び納付すべき税額３００６万４９００円を超える部分並びに上記法人税に係る過少申

告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。 

  ３ 芝税務署長が平成２８年６月２７日付けで控訴人に対してした平成２３年４月１日から平成

２４年３月３１日までの事業年度の法人税の更正処分のうち所得金額３３７８万８５６８円

及び納付すべき税額７８１万６０００円を超える部分並びに上記法人税に係る過少申告加算

税の賦課決定処分をいずれも取り消す。 

  ４ 芝税務署長が平成２８年６月２７日付けで控訴人に対してした平成２４年４月１日から平成

２５年３月３１日までの事業年度の法人税の更正処分のうち所得金額１９２６万４３４６円

及び納付すべき税額２８０万９１００円を超える部分並びに上記法人税に係る過少申告加算
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税の賦課決定処分をいずれも取り消す。 

  ５ 芝税務署長が平成２８年６月２７日付けで控訴人に対してした平成２５年４月１日から平成

２６年３月３１日までの事業年度の法人税の更正処分のうち所得金額９５１５万３６８４円

及び納付すべき税額２２１３万９１００円を超える部分並びに上記法人税に係る過少申告加

算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。 

  ６ 芝税務署長が平成２８年６月２７日付けで控訴人に対してした平成２６年４月１日から平成

２７年３月３１日までの事業年度の法人税の更正処分のうち所得金額９１９７万６９３６円

及び納付すべき税額２０４１万９９００円を超える部分並びに上記法人税に係る過少申告加

算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。 

  ７ 芝税務署長が平成２８年６月２７日付けで控訴人に対してした平成２４年４月１日から平成

２５年３月３１日までの事業年度の復興特別法人税の更正処分のうち課税標準法人税額４０

７万２０００円及び納付すべき税額４０万６０００円を超える部分並びに上記復興特別法人

税に係る過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。 

  ８ 芝税務署長が平成２８年６月２７日付けで控訴人に対してした平成２５年４月１日から平成

２６年３月３１日までの事業年度の復興特別法人税の更正処分のうち課税標準法人税額２３

４２万４０００円及び納付すべき税額２３１万５４００円を超える部分並びに上記復興特別

法人税に係る過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。 

 第２ 事案の概要等 

  １ 本件は、控訴人が、平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの事業年度（以下

「平成２３年３月期」といい、他の事業年度についても同様に表記する。）から平成２７年３

月期までの各事業年度（以下「本件各事業年度」という。）の法人税並びに平成２４年４月１

日から平成２５年３月３１日までの課税事業年度（以下「平成２５年３月課税事業年度」と

いい、他の課税事業年度についても同様に表記する。）及び平成２６年３月課税事業年度の各

課税事業年度（以下「本件各課税事業年度」という。）の復興特別法人税について、発行済株

式総数の１０パーセント以上の割合の株式を保有し続けている中華人民共和国（以下「中国」

という。）香港特別行政区（以下「香港」という。）に本店を有する外国法人であるＢ（以下

「Ｂ」という。）には租税特別措置法（以下「措置法」という。）６６条の６第１項（以下、

同項に規定する税制を「外国子会社合算税制」という。）が適用されないことを前提として、

それぞれ確定申告をしたところ、芝税務署長から、Ｂは、その平成２１年６月１日から平成

２２年５月３１日までの事業年度（以下「平成２２年５月期」といい、他の事業年度につい

ても同様に表記する。）から平成２６年５月期までの各事業年度（以下「本件各事業年度（香

港）」という。）を通じ、控訴人の特定外国子会社等（外国子会社合算税制の適用対象となる

外国法人）に該当し、かつ、香港において、その事業の管理、支配及び運営を自ら行ってい

たとはいえないことなどから、本件各事業年度における控訴人の所得の計算上、Ｂに外国子

会社合算税制を適用し、Ｂに係る同項所定の課税対象金額相当額を益金の額に算入すべきで

あるとして、いずれも平成２８年６月２７日付けで、本件各事業年度の法人税の各更正処分

（以下「本件各法人税更正処分」といい、各事業年度の法人税の更正処分をそれぞれ「平成

２３年３月期法人税更正処分」などという。）及び本件各課税事業年度の復興特別法人税の各

更正処分（以下「本件各復興特別法人税更正処分」といい、各課税事業年度の復興特別法人

税の更正処分をそれぞれ「平成２５年３月期復興特別法人税更正処分」などという。また、
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本件各法人税更正処分と本件各復興特別法人税更正処分を併せて「本件各更正処分」という。）

並びにこれらに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分（以下「本件各賦課決定処分」といい、

そのうちの本件各法人税更正処分に伴うものを「本件法人税各賦課決定処分」といい、本件

各復興特別法人税更正処分に伴うものを「本件復興特別法人税各賦課決定処分」という。ま

た、本件各賦課決定処分と本件各更正処分を併せて「本件各処分」という。）を受けたことか

ら、Ｂに外国子会社合算税制を適用した本件各処分はその範囲においていずれも違法である

と主張して、本件各処分の取消しを求める事案である。 

    原審が控訴人の請求をいずれも棄却したので、控訴人が控訴した。 

  ２ 関連法令の定め、前提事実、課税の根拠、争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとお

り補正し、後記３のとおり当審における控訴人の補充主張を追加するほかは、原判決の「事

実及び理由」欄の「第２ 事案の概要等」の１から５まで（４頁１６行目から５４頁５行目

まで。原判決別紙２及び別表１－１から５－５まで（７５頁から１０３頁まで）を含む。）記

載のとおりであるから、これを引用する。 

  （１）原判決７頁２１行目の「措置法施行令」から２２行目の「掲げる者」までを「政令で定め

る者（措置法施行令３９条の１７第７項各号に掲げる者。平成２２年政令第５８号による改

正前は同条１項）」に改める。 

  （２）原判決１０頁６行目の「質問調査等」を「質問検査等」に改める。 

  （３）原判決１５頁１６行目の「１００ＨＫＤ」を「１００万ＨＫＤ」に改める。 

  （４）原判決１９頁６行目の「本件各事業年度（Ｂ）」を「本件各事業年度（香港）」に改める。 

  （５）原判決２０頁２３行目の「本件各事業年度」を「上記の各事業年度」に改める。 

  （６）原判決２８頁４行目の「董事として職務執行」を「董事としての職務執行」に改める。 

  （７）原判決３３頁１５行目の「Ｓが」を「Ｓ（以下「Ｓ」という。）が」に改める。 

  （８）原判決４７頁２０行目の「本件調査」を「本件臨場調査」に改める。 

  ３ 当審における控訴人の補充主張 

  （１）平成２９年改正後の措置法は、航空機リース会社や製造子会社について、当該特定外国子

会社等が実体のある事業を行っていて租税回避を行っているとは認められないにもかかわら

ず、改正前の適用除外基準を形式的に当てはめた場合に合算課税がされるとの不当な結論を

回避するため、本店所在地国において実際の製造行為を行わなくても、製造における重要な

業務（原材料の調達、生産管理、事業計画の策定等）を通じて製造に主体的に関与している

場合には、所在地国基準を充足するものとしている。このことに照らすと、管理支配基準も、

特定外国子会社等が本店所在地国において事業活動を行っている実体があると認められるか、

機能的（管理支配的）な側面から独立した企業としての実体を備えているかという観点から

判断すべきであり、この判断基準によれば、Ｂは管理支配基準を充足するというべきである。 

  （２）丁の質問応答調書（乙４７）は明らかに虚偽の内容を多分に含み、偽造とも言い得るもの

であり、本件調査手続には重大な違法がある。 

 第３ 当裁判所の判断 

  １ 当裁判所も、控訴人の請求はいずれも理由がなくこれを棄却すべきであると判断する。その

理由は、次のとおり補正し、後記２のとおり当審における控訴人の補充主張に対する判断を

追加するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の「第３ 当裁判所の判断」の１から３まで

（５４頁７行目から７３頁１２行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。 
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  （１）原判決５４頁１４行目の「４月１日」を「３月３１日」に改める。 

  （２）原判決５５頁４行目の「事業の管理」から１０行目末尾までを次のとおり改める。 

    「当該特定外国子会社等が本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っ

ているか否かについては、重要な意思決定機関である株主総会及び取締役会の開催、役員と

しての職務執行、会計帳簿の作成及び保管等が行われている場所、並びにその他の事情を勘

案の上、判断すべきである（最高裁平成●●年（〇〇）第●●号同２９年１０月２４日第三

小法廷判決・民集７１巻８号１５２２頁参照。）。」 

  （３）原判決５６頁８行目から１２行目までを次のとおり改める。 

    「ウ そこで、以下では、Ｂが、本店所在地国である香港において、その事業の管理、支配、

運営を自ら行っているか否かについて、株主総会や董事会の開催、董事としての職務執行、

会計帳簿の作成及び保管等が行われている場所、並びにその他の状況を勘案の上判断する。」 

  （４）原判決５７頁２行目及び５８頁７行目の「会社秘書役」の次にいずれも「（香港法人）」を

加える。 

  （５）原判決５９頁２３行目の「乙は、」の次に「１、２件ではあったが、」を加える。 

  （６）原判決６１頁１３行目から１４行目にかけての「Ｓ」から１５行目の「という。）」までを

「Ｓ」に改める。 

  （７）原判決６３頁２５行目から７０頁２３行目までを次のとおり改める。 

「（３）検討 

      ア 株主総会及び董事会の開催 

香港会社法によれば、株主総会決議及び董事会決議は、任期満了前の監査役又は董

事の解任決議を除き、書面決議によることができるところ（甲３４の１、３４の２）、

Ｂの株主総会及び董事会は、本件各事業年度（香港）を通じていずれも書面決議によ

り行われており（前記（２）ア（ア）、（ウ））、その株主総会決議及び董事会決議は、

いずれも香港会社法上、有効にされているものの、その構成員が香港に参集すること

なく書面の持ち回りにより行われたものである。そして、Ｂの董事長兼総経理である

丁又は戊は、毎年７月に内国法人のＤの本社会議室において株主である内国法人の代

表者に対してＢの財務内容や業績等に関する情報などを報告していた一方、株主であ

る内国法人の代表者であり、かつ、Ｂの董事でもあるＤ代表者丙やＩ代表者Ｊは、Ｂ

の株主総会は香港において開催されていないとの認識を有していたことが認められる

（乙４６、４９、５０）。また、Ｂの董事長兼総経理である丁及び戊は中国本土のＭ

工場に常駐し、董事のうち香港に常駐していたのは乙のみであり、丙及びＪほかの董

事は香港において董事としての職務を執行することもなかった（前記（２）イ）。 

これらの事情を踏まえると、本件各事業年度（香港）におけるＢの重要な意思決定

機関である株主総会及び董事会が香港において開催されていない上、株主総会及び董

事会の実質的な議論や決議が香港において行われていたとも評価することはできない。 

なお、Ｂの会社秘書役（香港法人）が、本件各事業年度（香港）における株主総会

議事録及び董事会議事録の一部を保管している事実（前記（２）ア（ア）ｃ、同（ウ）

ｂ）があっても、上記の判断を左右しない。 

イ 丁及び戊の董事長兼総経理としての職務執行 

Ｂは、Ｄが中国本土の東莞市に進出して焼結部品の生産拠点（Ｍ工場）を置き、香
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港三商社がＭ工場で製造された焼結部品を香港等に所在する事務機器メーカー等のユ

ーザーに販売するというスキームの下で設立された会社であり（前提事実（４））、実

際にＢの取り扱う焼結部品はＭ工場で製造された焼結部品に限定されていたこと（前

提事実（５））や、Ｍ工場で製造する焼結部品は、ユーザーによって異なるニーズに

合わせた完全受注生産型の製品であったことから、Ｂの董事長兼総経理である丁及び

戊は、本件各事業年度（香港）を通じ、Ｍ工場の責任者（Ｍ工場の法人化の後はＯの

董事兼総経理）を兼任してＭ工場に常駐し、Ｍ工場の経営管理全般を行いつつ、Ｍ工

場の生産能力等を前提として、香港三商社を通じて引き合いのあったユーザーとの間

で、受注に向けて見積りや試作品の作製等の業務を自ら行うとともに、受注後は、Ｍ

工場における製造、納品、クレーム対応等を指揮監督するなどしていた（前記（２）

イ（ア））。 

また、丁及び戊は、Ｂの本店事務所において董事長兼総経理としての職務を執行す

ることは基本的になかった（前記（２）イ（ア））。 

そうすると、Ｂの董事長である丁及び戊は、本件各事業年度（香港）を通じて香港

においてその職務を執行していたとはいえない。 

      ウ 乙の董事としての職務執行 

（ア）上記アのとおり、Ｂの董事である乙は、香港に常駐していた。そして、控訴人は、

乙が、丁との間で情報共有を図りながら、香港において継続的に市場調査を行い、

Ｂの取り扱う焼結部品の新規ユーザーを開拓するなどしており、本件各事業年度

（香港）を通じて香港においてＢの董事としての職務を執行していた旨を主張する。 

（イ）まず、乙による営業活動について見ると、乙は、Ｂの董事であると同時にＣの董

事兼総経理であり、Ｃの焼結部品部門の責任者であって（前提事実（３））、Ｃの焼

結部品部門の粗利益の七、八割はＢとの取引が占めていたから、乙自身がＭ工場で

製造される焼結部品の新規ユーザーを開拓することがＢの主たる役割であると認識

していたとするように、乙によるＣの焼結部品部門の営業活動とＢの営業活動とは

事実上重なるようにも見える（前記（２）イ（イ）ａ）。 

しかし、そもそも、Ｍ工場で製造される焼結部品のユーザーに対する販売につい

ては、基本的に商社的立場にあるというべきＣを含む香港三商社の営業活動に委ね

られており、メーカー的立場にあるというべきＢが香港三商社から独立して独自の

営業を行うことは予定されていなかった（前提事実（４）、（５）エ（ア））。そして、

乙の営業活動によって獲得された取引先は、Ｃの取引先であり、Ｂの直接の取引先

となるものではなく、Ｃを介してＢから焼結部品を購入することとなっていた（前

記（２）イ（イ）ａ）。また、商社的立場にあるというべき香港三商社の一つであ

るＣとメーカー的立場にあるというべきＢとは、基本的には協力関係にあるものの、

取引関係の立場にあるために利益相反関係が生ずる可能性があるところ、乙は、控

訴人及びＣから報酬を得る一方、控訴人の内規によりＢから報酬を得ることは禁じ

られ、実際にその報酬を得ていなかった（前記（２）イ（イ）ｄ）。これらの事情

に加え、乙は基本的にＢとＣ以外の商社との間の取引に関与することを控えていた

こと（前記（２）イ（イ）ｅ）、ＢのＣに対する売上げは本件各事業年度（香港）

においてＢ全体の売上げのうちおおむね２６パーセントから４２パーセント程度に
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とどまること（前記（２）オ）を併せ考慮すれば、乙が継続的に行っていた新規ユ

ーザーの開拓等の営業活動は、専らＣの董事兼総経理としての職務執行として行わ

れたというべきであって、Ｂの董事としての職務執行として行われたと評価するこ

とはできない。 

なお、乙は、営業先のＣ以外の商社を通じてＢの取り扱う焼結部品を購買したい

との要望に応じたこともあったが、わずか１、２件にとどまることからすれば（前

記（２）イ（イ）ａ）、この点は上記判断を左右するものではない。 

（ウ）次に、乙は、丁とＢ及びＭ工場の経営に関する協議を頻繁に行っていた（前記

（２）イ（イ）ｂ）。 

しかし、こうした協議がＢの董事としての職務執行であったとしても、その協議

は中国本土のＭ工場で行われていたものであり、香港で行われていたものではない。

さらに、このような協議は、Ｂの董事長が丁から戊に交替した平成２４年１１月以

降は行われなくなったのであるから（同上）、乙と丁との個人的な信頼関係の下で

事実上行われていたものにすぎないとも考えられる。そうすると、いずれにしても、

このような協議が行われていたことが、乙のＢの董事としての職務執行が香港にお

いて行われていたことを基礎付けるものとはいい難い。 

（エ）このほか、乙は、Ｍ工場責任者の採用活動を行ったり、Ｍ工場でプレス機を購入

するに当たりＢの株主である内国法人らから貸付けを受けられるように取り計らっ

たり、Ｈ及びＫからＢに対する支払サイトを短縮することを取り付けたりしたこと

があった（前記（２）イ（イ）ｃ）。 

しかし、これらの乙の活動が、本件各事業年度（香港）に、香港において、Ｂの

董事の職務執行として行われたものか否かは判然としない。また、これらの散発的

な活動があったからといって、本件事業年度に乙のＢの董事としての職務執行が香

港において行われていたことが基礎付けられるともいい難い。 

（オ）以上によれば、乙が本件各事業年度（香港）に香港においてＢの董事としての職

務を執行していたと評価することはできない。 

         控訴人の上記（ア）の主張を採用することはできない。 

エ 丁、戊及び乙以外の董事の職務執行 

Ｂの董事のうち、丁、戊及び乙以外の者は、本件各事業年度（香港）を通じ、董事

会の書面決議に参加したことのほかに、Ｂの業務上の意思決定に関与しておらず、香

港において、Ｂの董事としての職務を執行することはなかった（前記（２）イ（ウ）

ａ）。 

オ 会計帳簿の作成及び保管 

確かに、本件各事業年度（香港）を通じ、Ｂの会計帳簿は、Ｂの会計担当の従業員

でもあるＵが個人で運営する香港法人であるＳに委託料を支払って作成されており、

また、同決算書類は、会計事務所により監査を受けて作成され、香港の倉庫会社によ

り保管されていた（前記（２）ウ）。 

しかし、Ｂの本店事務所及び従業員の状況は、後記カのとおりであり、最終的な会

計帳簿及び決算書類は別として、Ｂの管理運営に必要となる会計関係の元データは、

Ｍ工場において、日々の業務に伴って作成され、日常の経営に利用されていたものと
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認められる（乙４７、４８）。 

カ 本店事務所及び従業員の状況 

Ｂは、香港に所在するＣの本店事務所内の机二つ分のスペースを賃借して本店事務

所としていたが、同本店事務所に常勤する従業員はいなかった（前記（２）エ（ア）

（イ））。 

キ 以上によれば、本件各事業年度（香港）を通じ、①Ｂの株主総会及び董事会が香港

において開催されていない上、それらの実質的な議論や決議が香港において行われて

いたと評価することはできず、②Ｂの董事としての職務が香港において執行されてい

たと評価することもできず、③Ｂの会計帳簿及び決算書類そのものは香港において作

成及び保管されていたものの、Ｂの管理運営に必要となる元データは中国本土のＭ工

場において作成され、経営に利用されており、④Ｂの本店事務所は、香港に所在する

ものの机二つ分のスペースを賃借したものであり、常勤する従業員はいなかったので

あり、これらの事情を勘案すれば、Ｂが本件各事業年度（香港）に本店所在地国（地

域）である香港においてその事業の管理、支配、運営を自ら行っていたと認めること

はできない。」 

  （８）原判決７２頁１４行目、２４行目から２５行目にかけて及び７３頁９行目の各「更正処分

等」をそれぞれ「更正処分」に改める。 

  ２ 当審における控訴人の補充主張に対する判断 

  （１）控訴人は、「平成２９年改正後の措置法は、航空機リース会社や製造子会社について、当

該特定外国子会社等が実体のある事業を行っていて租税回避を行っているとは認められない

にもかかわらず、改正前の適用除外基準を形式的に当てはめた場合に合算課税がされるとの

不当な結論を回避するため、本店所在地国において実際の製造行為を行わなくても、製造に

おける重要な業務（原材料の調達、生産管理、事業計画の策定等）を通じて製造に主体的に

関与している場合には、所在地国基準を充足するものとしている。このことに照らすと、管

理支配基準も、特定外国子会社等が本店所在地国において事業活動を行っている実体がある

と認められるか、機能的（管理支配的）な側面から独立した企業としての実体を備えている

かという観点から判断すべきであり、この判断基準によれば、Ｂは管理支配基準を充足する

というべきである。」旨を主張する。 

     しかし、平成２９年改正後の措置法に関する控訴人の指摘は、本件各事業年度後の法改正

に関するものであり、これをひとまず措いたとしても、同改正は、外国子会社合算税制にお

ける適用除外要件のうち、管理支配基準とは別の適用除外要件である所在地国基準に関する

ものであるから（平成２９年政令第１１４号による改正後の措置法施行令３９条の１４の３

第２０項３号。関連法令の定め（４）ア（イ）、（ウ）ｂ。）、管理支配基準を満たすか否かを

判断する際に考慮すべきものとはいえず、いずれにしても控訴人の上記主張は前提を欠く。 

  （２）控訴人は、「丁の質問応答調書（乙４７）は明らかに虚偽の内容を多分に含み、偽造とも

言い得るものであり、本件調査手続には重大な違法がある。」旨を主張する。 

     しかし、上記質問応答調書（平成２７年５月１５日付け）は、Ｂの設立経緯、商流・物流、

香港三商社やＭ工場との取引、香港当局に対する納税、本店事務所や決算書類の管理、他の

役員の職務執行状況等が具体的に記載され、丁作成とされる手書きの取引図の写し等が添付

されたものであって、その末尾には、丁の署名押印等はないものの、関係者の「了解を得て
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いない以上、署名押印をしたくありません。」として署名押印を拒否し、確認印の押印も拒

否した旨の記載がされているものである。このような内容や体裁に照らし、上記質問応答調

書は税務署職員が勝手に作成したものであるとか、税務署職員による丁に対する事情聴取が

違法に行われたなどとは考え難い。確かに、丁は、平成２８年１１月２５日に控訴人の代表

者や従業員から事情聴取を受けた際、上記質問応答調書は税務署職員があらかじめ作成して

いた、事実とは異なるものである旨の説明をしているが（甲３９）、上記控訴人の代表者ら

からの事情聴取は、平成２８年６月２７日付けで本件各処分がされ、本件紛争が顕在化した

後に行われたものであり、その説明も含めて、他の証拠に照らしてその供述の信用性を判断

すれば足りるものである。上記質問応答調書が偽造等されたと疑うべき証拠もなく、本件調

査手続の重大な違法があるとはいえない。 

     控訴人の上記主張は採用することができない。 

  （３）このほかにも控訴人は当審において種々の主張をするが、これを考慮しても当裁判所の判

断は変わらない。 

３ 以上によれば、控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がな

いからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。 

 

東京高等裁判所第２民事部 

裁判長裁判官 渡部 勇次 

   裁判官 鈴木 尚久 

   裁判官 齋藤 大 



（別紙）

八屋敦子：青木雄弥、松尾直哉、平山陽子、 浅野三保子、赤岩剛広
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